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ＩＣＴを活用した教育の推進

国のＧＩＧＡスクール構想を踏まえ、各学校においては、ＩＣＴを積極的に活用し、全ての児
童生徒の可能性を引き出す個別最適な学びと協働的な学びの一体的な充実を図り、「主体的・対
話的で深い学び」の実現に向けた授業改善につなげていくことが求められる。授業改善を更に推
進するためには、本県におけるこれまでの実践とＩＣＴを最適に組み合わせることや、学習指導
要領で学習の基盤となる資質・能力の一つに位置付けられた情報活用能力を、児童生徒の発達の
段階に応じて体系的に育成することが重要である。

重 点 事 項

１ １人１台端末の環境を生かした、学びの質を高めるためのＩＣＴ活用の推進

(1) 各教科等の特質に応じ、適切な学習場面においてＩＣＴを効果的に活用することで、
学習活動の一層の充実を図る｡

(2) 情報活用能力に関する児童生徒の実態を把握し、段階的に育成することができるよう
教科等横断的な視点で計画的にＩＣＴの活用を図る。

２ 組織的・計画的に取り組む情報モラル教育の充実

(1) 教科指導や生徒指導等を通した計画的な取組となるよう、教育課程の編成等を工夫す
る。

(2) 全教職員の共通理解の下で組織的に進めるとともに、家庭や地域と連携して取り組む
体制づくりを進める。

３ 各学校段階を通じたプログラミング教育の推進

(1) プログラミング教育が系統的に推進されるよう、児童生徒の発達の段階に応じて取り
組む。

(2) 情報を適切に選択・活用して、問題を発見する力、問題を解決する力、新たな価値の
創造に挑む力を各教科等の学びを通じて育成する。

重点事項に関する取組のためのポイント

１ １人１台端末環境を生かした、学びの質を高めるためのＩＣＴ活用の
推進に向けて

ＩＣＴの特性・強みを生かし、学習活動の一層の充実を図ることが大切である。

「すぐにでも」「どの教科でも」「誰でも」使える日常的な活用

１人１台端末の活用による学びの変容

各教科等の特質に応じた、「主体的・対話的で深い学び」につながる活用

各教科等の学びをつなぎ、社会課題等の解決や児童生徒の夢の実現につなげる
活用

「
主
体
的
・
対
話
的
で
深
い
学
び
」
の

実
現
に
向
け
た
授
業
改
善ＩＣＴの活用において留意（配慮）すべきことの例

・ＩＣＴの活用自体が目的とならないようにすること
・児童生徒の発達の段階を踏まえ、デジタルとアナログのそれぞれのよさを
適切に組み合わせること

・児童生徒の目や身体の疲労が増さないよう授業の実施方法を工夫すること

※各教科等におけるＩＣＴの活用については、「令和６年度 学校教育の指針」ｐ36～ｐ63を参照

、
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第Ⅱ章 全教育活動を通して取り組む教育課題

ＩＣＴを活用した教育の推進

２ 組織的・計画的に取り組む情報モラル教育の充実に向けて

児童生徒の実態や発達の段階に応じた体系的な情報モラル教育を推進し、情報社会で適正な活
動を行うための基になる考え方と態度を育成することが大切である。

３ 各学校段階を通じたプログラミング教育の推進に向けて

児童生徒が情報を主体的に捉え、見いだした情報を活用しながら他者と協働し、新たな価値の
創造に挑んでいくために、発達の段階に即してプログラミングの体験等を計画的に取り入れ、プ
ログラミング的思考を育成することが大切である。

○実態に応じた指導の充実

・児童生徒、家庭にアンケートを実施するなどして、情報モラルに関する実態を把握する。
・把握した実態を踏まえ、児童生徒の発達の段階に即した体系的な指導計画を作成し、組
織的な指導を推進する。

○児童生徒への指導の工夫

・自他の権利の尊重や情報社会での責任ある行動について具体的に考えることができるよ
う指導の手立てを工夫する。

・情報を正しく安全に利用したり、情報機器の使用と健康との関わりを理解したりするこ
とができるよう指導の手立てを工夫する。

○家庭・地域との連携

・学校で行っている情報モラルの指導の内容について、家庭・地域に情報を発信する。
・家庭・地域と連携して外部機関による講演会等を実施するなど、最新の情報を共有する。

○参考資料

・「各教科等の指導におけるＩＣＴの効果的な活用に関する参考資料」 （文部科学省）
・【冊子】「教育の情報化に関する手引（追補版）令和２年６月」 （文部科学省）
・【冊子】「小学校プログラミング教育の手引（第三版）令和２年２月」 （文部科学省）
・【ウェブサイト】「情報モラル教育ポータルサイト」 （文部科学省）
・【ウェブサイト】「小学校を中心としたプログラミング教育ポータル」 （文部科学省）
・【ウェブサイト】「ＳｔｕＤＸ Ｓｔｙｌｅ」 （文部科学省）
・【ウェブサイト】「秋田県プログラミング教育人材バンク」 （秋田県教育委員会）

「ＩＣＴの効果的な活
用による学校改善支援
プラン」
（秋田県教育委員会）

情報モラル教育の充実に向けて

プログラミング教育の推進イメージ
プログラミング的思考
を働かせるイメージ

問題を見いだす

意図した一連の活動の実現

（学習課題）

必要な動きを

分けて考える

動きに対応し

た命令（記号）

にする
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ロ
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グ
的
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へ
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・問題解決にコンピュータを積極的に活用しようとする態度
・自らの問題解決の過程を振り返り、改善・修正しようとする態度
・情報社会に主体的に参画しようとする態度

高

等

学

校

中

学

校

小

学

校

発
展
・
応
用
期

基
礎
期

体
験
期

技術・家庭科（技術分野）

・双方向性のあるコンテンツのプログラミング

・計測・制御のプログラミング

各教科等 （算数、理科、総合的な学習の時間 他）

・プログラミングの体験

・プログラミング的思考

・論理的思考力の育成

情報Ⅱ（選択科目）

・プログラミング等の発展的内容

情報Ⅰ等（共通履修）

・アルゴリズムの表現、プログラミング、

モデル化とシミュレーション
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持続可能な社会の創り手を育成する環境教育の推進

環境教育は、持続可能な社会の構築を目指して、学校（園）や家庭、地域などあらゆる場にお
いて行われる、環境の保全に関する教育及び学習である。「第２次秋田県環境教育等に関する行
動計画」においては、ＥＳＤやＳＤＧｓとの関連を踏まえ、環境の保全に向けた意欲の増進、環
境教育・環境学習及び各主体の協働による取組の推進を目指している。
本県学校教育においても、環境教育を通じて、人間と環境との関わりについての理解を深め、

命や環境を大切にする心を育み、自らの責任ある行動をもって、持続可能な社会づくりに主体的
に参加できる幼児児童生徒の育成を目指す。

重 点 事 項

１ 各教科等を通じて横断的・総合的に取り組む環境教育の推進
２ 発達の段階に応じた豊かな自然体験活動等の推進
３ 校種間連携及び家庭、地域、社会教育施設等との連携を図った環境教育の推進

持続可能な社会の創り手の
育成を通じ、ＳＤＧｓの全
ての目標の実現に寄与

○参考資料
・環境保全活動、環境保全の意欲の増進及び環境教育並びに協働取組の推進に関する基本的な方針（平成 年６月閣議決定）30

・第２次秋田県環境教育等に関する行動計画（令和３年３月 秋田県）

・環境教育指導資料【幼稚園・小学校編】（平成 年 月 国立教育政策研究所）26 10

・環境教育指導資料【中学校編】（平成 年 月 国立教育政策研究所）28 12

・ＥＳＤ（持続可能な開発のための教育）推進の手引（令和３年５月改訂 日本ユネスコ国内委員会）

・ユネスコスクールガイドブック（令和４年３月改訂 日本ユネスコ国内委員会）

環境教育で育成したい資質・能力

未来を創る力
・課題を発見・解決する力
・情報を活用する力
・地域を創り、育てる力 等

環境保全のための力
・身近な環境等の変化に気付く力
・資源の有限性等を理解する力
・環境保全のために行動する力 等

Education for Sustainable Development【 】ＥＳＤ

持続可能な社会の創り手を育むため、現代社
会における地球規模の諸課題を自らに関わる問
題として主体的に捉え、その解決に向け自分で
考え、行動する力を身に付けるとともに、新た
な価値観や行動等の変容をもたらすための教育

Sustainable Development Goals【 】ＳＤＧｓ

持続可能な社会の実現を目指す 国際目標17の

持続可能な社会の構築と環境の保全 〔学習活動例〕

○高等学校 地理歴史（地理総合）

カーボンニュートラルや脱炭素社会の

実現に向けた取組など、持続可能な社会

づくりに着目して考察する学習活動

○中学校 理科（第２分野）

野生生物の生息状況、大気汚染、河川

や湖沼の水質など、自然と人間との関わ

り方について考察する学習活動

○小学校 総合的な学習の時間

秋田杉などの森林の働きや木材の利用

についてインタビューや体験活動を通し

て調べ、発信や実践に取り組む学習活動

○幼稚園・保育所・認定こども園等

小動物に餌を与えたり、草花を育てた

りすることで、生命の尊さに気付く活動

ＥＳＤの視点を踏まえて、
各教科等の目標や内容との
関連付けが図られた環境教
育の推進

第Ⅱ章 全教育活動を通して取り組む教育課題
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グローバル社会で活躍できる人材の育成
グローバル化が加速度的に進展する現代の社会では、環境、経済、社会等において、絶えず新

たな課題が発生し、地球規模での解決策が求められている。「新秋田元気創造プラン」及び「第
３期あきたの教育振興に関する基本計画」では、このような予測困難な時代においても活躍でき
る人材の育成を目指している。こうした人材を育成するために、「ふるさとの理解を通じたアイ
デンティティの確立」「多様な価値観をもつ人々との共生」「他者と協働し課題を解決する力」
「新たな価値を創造する力」「英語コミュニケーション能力」等を、本県の他の教育課題等との
関連を図りながら育成していくことが必要である。

重 点 事 項

１ ふるさとや異文化に対する理解の促進

(1) 日本やふるさと秋田の理解の促進

日本及び秋田の歴史や伝統、文化等について理解を深めるとともに、日本人としての
アイデンティティを確立し、コミュニティ全体のウェルビーイングを考え行動できる資
質・能力を育成する。

(2) 異文化に対する理解の促進

諸外国の文化や伝統、社会情勢等の理解を通じて、国際的視野を広げ、多様性を尊重
するとともに、国際平和に寄与しようとする態度を育成する。

２ 課題解決に向けて行動できる資質・能力の育成

(1) 協働的に課題解決する資質・能力の育成

基礎的・基本的な知識及び技能の習得を図るとともに、他者との関わりを通して、現
代社会が抱える課題への最適解を導くために、主体的に思考し行動する資質・能力を育
成する。

(2) 情報活用能力の育成

多面的・多角的に物事を見る力を育成しながら、英語を使用したりＩＣＴ等を活用し
たりして自分の考えや必要な情報を相手に分かりやすく伝える資質・能力を育成する。

グローバル社会で活躍するために必要とされる資質・能力の育成については、自校の児童生徒

の実態を踏まえながら、外国語活動や外国語（英語）に限定することなく、全ての教育活動を通

して意図的・継続的に行うことが大切である。

グローバル社会で活躍できる人材

学校における指導の留意点
【 】は関連する主な教育活動

情報活用能力の育成
【小・中・高における外国語・情報教育】

・自分の考えを積極的に発言する機会

の充実

・英語コミュニケーション能力を育成

する活動の推進

・ＩＣＴの効果的な活用

異文化に対する理解の促進
【道徳教育・人権教育・各教科等】

・国際理解教育の充実

・ＩＣＴを活用するなどして異文化の

人々と交流する活動の推進

・多様性を尊重する精神の涵養

情報活用能力協働的に
課題解決する力

日本やふるさと
秋田の理解

異文化に
対する理解

協働的に課題解決する力の育成
【“「問い」を発する子ども”の育成】

・「秋田の探究型授業」の推進

・実生活や実社会とのつながりを意識

した学習活動の工夫

・協働して課題解決に取り組む場面や

機会の設定

日本やふるさと秋田の理解の推進
【地域に根ざしたキャリア教育の充実】

・歴史や伝統を重視する活動の充実

・郷土愛を育む教育の推進

・ふるさとの魅力を発信する機会の充

実

第Ⅱ章 全教育活動を通して取り組む教育課題



- 16 -

特 別 支 援 教 育
特別支援教育は、障害のある幼児児童生徒の自立や社会参加に向けた主体的な取組を支援する

という視点に立ち、幼児児童生徒一人一人の教育的ニーズを把握し、そのもてる力を高め、生活
や学習上の困難を改善又は克服するため、適切な指導及び必要な支援を行うものである。
また、特別支援教育は、かつての特殊教育の対象の障害だけでなく、知的発達の遅れのない発

達障害も含めて、特別な支援を必要とする幼児児童生徒が在籍する全ての学校（園）において実
施されるものである。
共生社会の形成に向けたインクルーシブ教育システム構築のための特別支援教育の推進により

通常の学級、通級による指導、特別支援学級、特別支援学校といった連続性のある多様な学びの
場において、その時点での教育的ニーズに最も的確に応える指導・支援に努める必要がある。

重 点 事 項

１ 一人一人の教育的ニーズに応じた指導・支援の充実

(1) 家庭や関係機関との連携に基づく個別の教育支援計画の作成と、確実な活用・引継ぎ
による一貫した支援や合理的配慮の提供

(2) 的確な実態把握に基づく個別の指導計画の作成・活用、校（園）内及び校種間での確
実な引継ぎによる適切で一貫した指導・支援の実施

(3) 各教科・科目等において生じる個々の学習上の困難さの理解と、それに応じた指導内
容や指導方法の工夫、意図の明確化

(4) 障害の状態や特性及び心身の発達の段階等を踏まえた自立活動の指導の改善・充実と
効果的なＩＣＴ活用

２ 学習指導要領を踏まえた教育課程の編成と実施

(1) 通級による指導における特別の教育課程の全教職員の理解と、児童生徒の実態に応じ
た編成・実施、各教科・科目等との関連による効果的な指導

(2) 特別支援学級における特別の教育課程の全教職員の理解と、児童生徒や学級の実態に
応じた編成・実施、編成理由の明確化

(3) 特別支援学校における地域の資源や教育力を生かした特色ある教育課程の編成・実施
と全教職員の参画

(4) 通常の学級と特別支援学級・特別支援学校における組織的・計画的な交流及び共同学
習の充実と障害理解授業の推進

３ 管理職のリーダーシップによる校（園）内支援体制の機能強化と全教職員の理解・取組

(1) 各学校（園）の運営計画への特別支援教育の推進の明確な位置付けと全教職員の理解
(2) 特別支援教育の年間計画に基づく特別支援教育コーディネーターを核とした組織的な
取組と、年間計画の評価・改善

(3) 関係機関との連携の推進と秋田県教職キャリア指標に基づく校（園）内研修の工夫

重点事項のキーワード
合理的配慮

合理的配慮は、障害のある幼児児童生徒が十分に教育を受けられるよう、状況に応じて個別に必
要とされるものであり、学校の設置者及び学校が必要かつ適切な変更・調整を行うことである。合
理的配慮の検討は、学校の設置者及び学校と本人・保護者により、可能な限り合意形成を図りなが
ら行い、一人一人の障害の状態や教育的ニーズ等に応じて、基礎的環境整備を基に個別に決定し、
提供される。
〔合理的配慮の例〕
・移動等に困難がある場合（トイレに近い教室の使用、緊急時用の車椅子設置）
・病気への配慮が必要な場合（ソファやカーテン等の設置、室温や湿度調整のエアコン設置）
・聴覚過敏への配慮が必要な場合（机や椅子への音消し用のテニスボールの装着） 等
※関係条例 「秋田県障害者への理解の促進及び差別の解消の推進に関する条例（平成31年 月１日施行）」４

「秋田県手話言語、点字等の普及等による円滑な意思疎通の促進に関する条例（平成29年 施行）」４月１日

第Ⅱ章 全教育活動を通して取り組む教育課題
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第Ⅱ章 全教育活動を通して取り組む教育課題

特別支援教育

自立活動

障害のある幼児児童生徒は、その障害によって、日常生活や学習場面において様々なつまずき
や困難が生じやすい。各教科等の指導を効果的に進めるためには、個々の実態に応じた指導内容
での自立活動の実施が必要となる。自立活動の目標は、個々の幼児児童生徒が自立を目指し、障
害による学習上又は生活上の困難を主体的に改善・克服するために必要な力を養い、心身の調和
的発達の基盤を培うものとなっている。自立活動の内容は、個々の幼児児童生徒の実態に応じて
必要な項目を選定して取り扱うものであることに十分留意する必要がある。

個々の学習上の困難さ

全ての教科・科目等において、一人一人の教育的ニーズに応じたきめ細かな指導や支援ができ
るよう、障害種別の指導の工夫のみならず、各教科・科目等の学びの過程において生じる個々の
困難さに応じた指導の工夫の意図や手立てを明確にすることが重要である。この考え方の背景や
個々への配慮の例については、各教科等の学習指導要領解説に示されている。

※通常の学級実践研修より〔通常の学級における実践例〕
興味・関心に偏りがあり、言葉だけの指示では注意が逸れてしまう児童

が在籍している学級の実践である。前時を振り返る活動において、大型画
面を用い友達の発表内容に吹き出しを付けて指し示しながら説明したとこ
ろ、下を向いていた児童は画面への注目が持続し、友達の考えを理解した。

小学校生活科の実践学級全員への指導としても、個への配慮としても有効な手立てであった。
小学校生活科の実践

交流及び共同学習

障害のある幼児児童生徒と障害のない幼児児童生徒が一緒に参加する活動は、相互の触れ合い
を通じて豊かな人間性を育むことを目的とする交流の側面と、教科等のねらいの達成を目的とす
る共同学習の側面がある。交流及び共同学習は、このように両方の側面が一体としてあることを
より明確に表したものであることを踏まえた上で計画・実施する必要がある。

〔交流及び共同学習の主な形態〕
○学校間における交流及び共同学習
※心のバリアフリー推進モデル地区における障害理解の推進事業より
・両校（大仙市立内小友小学校と大曲支援学校）での年間計画の作成
・各学年での交流活動（年２回、学年ごとに各教科等の学習を実施）
・ＰＴＡ授業参観日における障害理解授業の実施（ボッチャ体験、交流

モデル校における交流活動会の事後学習等）
○居住地校における交流及び共同学習
○地域の人々との交流及び共同学習
○小・中学校等における通常の学級と特別支援学級との交流及び共同学習

○参考資料
・秋田県特別支援教育校内支援体制ガイドライン（四訂版）（令和６年３月 秋田県教育委員会）

・令和６年度 特別支援教育の研修・相談案内（令和６年３月 秋田県教育委員会）

・障害のある子供の教育支援の手引～子供たち一人一人の教育的ニーズを踏まえた学びの充実に向けて～（令和３年６月 文

部科学省）

他の児童と平等に授業を受けるための合理的配慮

手元にあるから、
見やすいな。

合理的配慮は、本人
の申し出により提供さ
れるものである。その
ため、将来の自立した
生活を見据えて、自立
活動の指導において、
必要な支援を自ら周囲
に依頼することができ
る態度や習慣を養う視
点が大切となる。
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人 権 教 育
人権教育は、人権尊重の精神の涵養を目的とする教育活動である。乳幼児期からの発達の段階

を踏まえ、教育活動全体を通じて自他の人権を守ろうとする意識・意欲・態度の向上を図り、多
様性に満ちた社会をつくる一員としての実践力や行動力を育成することを目指している。

重 点 事 項

１ 教育活動全体を通じた人権教育の充実

(1) 各教科、道徳科、外国語活動、総合的な学習（探究）の時間及び特別活動の指導内容
を人権教育の視点から検討し、教育活動全体に人権教育を適切に位置付ける。

(2) 学校（園）や地域の実態及び課題の状況等を十分に把握し、日常的な点検や評価に基
づく改善を図りながら、全校体制での取組を推進する。

２ 人権問題の解決に向け実践する態度につながる取組の推進

(1) いじめ問題を人権問題の重要な柱として位置付け、様々な人権問題の正しい知識や認
識の基礎を培い、その解決に向けた意識・意欲・態度の育成を図る。

(2) 互いの個性や価値観の違いを認め、日常生活の中で行動に表すことのできる実践的な
態度の育成を図る。 ※秋田県いじめ防止対策推進条例参照

３ 学校(園)、家庭、地域、関係機関の連携

(1) 幼児児童生徒の発達の段階を踏まえ、人権教育を系統的・計画的に推進するための学
校（園）間・校種間の連携に努める。

(2) 日常的・継続的な家庭との連携を強化するとともに、地域、関係機関との連携を図り
ながら、個々の課題を踏まえたきめ細かな指導に努める。

人権が尊重される教育の場としての学校（園）・学級

人権教育の目標
○人権の意義・内容や重要性について理解する
○自分の大切さとともに、他者の大切さを認める
○具体的な態度や行動に現れるようにする

○自由、責任、正義、個人の尊厳、
権利、義務等の諸概念の知識

○自他の人権を擁護し、人権侵害を
予防、解決するための実践的知識

○法に関する知識（日本国憲法、児
童の権利に関する条約等） 等

○人間の尊厳の尊重
○自他の人権の尊重
○多様性に対する肯定的評価
○責任感
○正義や自由の実現のために活
動しようとする意欲 等

○コミュニケーション技能
○合理的・分析的に思考する技能
○相違を認めて受容できるための諸
技能

○協力的・建設的に問題解決に取り
組む技能 等

研修の充実（教職員の人権感覚の育成）
１ 人権尊重の理念の理解・体得 ２ 各教科等の実践的指導力の向上

家庭、地域、関係機関との連携
・家庭や地域との連携、関係機関
への訪問による人権感覚の育成

・学校（園）公開と取組の公表
・子どもと保護者が共同で取り組
む活動の実施 等

学校（園）間・校種間の連携
・校種間の連携の促進による系統
的・継続的な人権教育の実施

・校種を超えた授業（保育）研究、
発達の段階を踏まえたカリキュ
ラムの研究 等

人権教育の取組を推進
する体制づくり

１ 自校の人権教育の目標の策定
２ 校内推進組織の確立
３ 全体計画・年間指導計画の策定
（計画的・継続的・段階的指導、
学校いじめ防止基本方針等との
関連）

人権感覚を育成する
指導方法の工夫

１ 人権教育の効果的な実践（ねら
い、視点、配慮の位置付け）

２ 効果的な学習教材の選定、開発
３ 幼児児童生徒の自主性の尊重と
多様で体験的な活動の実施

自他の大切さを認める
ことができる環境づくり
１ 人権教育に関する物的・
心理的な環境整備

２ 望ましい集団づくり
３ 一人一人が大切にされる
授業（保育）

知識的側面 価値的・態度的側面 技能的側面

自他の人権を守ろうとする意識・意欲・態度の向上

第Ⅱ章 全教育活動を通して取り組む教育課題
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第Ⅱ章 全教育活動を通して取り組む教育課題

人 権 教 育

あらゆる差別の解消や多様な文化及び価値観の尊重を目指し、互いに支え合う社会づくりを推
進する。また、無意識の思い込みや理解不足をなくし、幼児児童生徒や教職員等が、自らの行為
が差別等となっていないかを考えることができるようにする。

拉致問題は重大な人権侵害である。県関係特定失踪者（北朝鮮当局による拉致の可能性を完全
に排除できない失踪者）として５名の方が確認されており、国民の生命と安全に関わることから
一日も早い解決が望まれる。そのためには幅広い国民の理解と支持が不可欠であり、学校でも児
童生徒が次の点を正しく理解し、解決の重要性を認識できるようにすることが求められている。
・拉致被害者とその家族等に対する共感的理解、拉致問題に関する基本的知識と背景の理解
・拉致問題は北朝鮮当局による人権侵害であること、北朝鮮の人民や在日朝鮮人の人々には
責任がないことへの理解

多様性に満ちた社会づくりの推進

拉致問題についての理解の促進

○参考資料等
・「多様性を考えよう（児童生徒向け副読 ・「知ってる？障害のこと（小学生

本）」（令和５年12月 秋田県、秋田県 用)｣、「障害を正しく理解するた
教育委員会） めのハンドブック（一般用）」

（令和６年１月改訂 秋田県） （小学生用） （一般用）

・「ライフプランニング学習副読本『考え

よう ふるさと秋田とわたしの未来（小 ・拉致問題に関する学習指導案集（内閣官房拉致

学生用、中学生用、高校生用)』｣（令和 問題対策本部）

６年２月 秋田県、秋田県教育委員会)

・「秋田県多様性に満ちた社会づくり基本条例」、「多様性に満ちた社会づくりに関する指針」（令和４年４月 秋田県）

・「児童の権利に関する条約」（平成元年国連採択、日本は平成６年批准）

・「令和５年版人権教育・啓発白書」（令和５年６月 法務省、文部科学省）

・「生徒指導提要」（令和４年12月 文部科学省）

・「性同一性障害や性的指向・性自認に係る、幼児児童生徒に対するきめ細かな対応等の実施について（教職員向け）」（平

成28年４月 文部科学省）

・北朝鮮による日本人拉致問題啓発アニメＤＶＤ「めぐみ」（平成20年３月）、パンフレット「北朝鮮による日本人拉致問題

一日も早い帰国実現に向けて！」（令和３年11月）（以上 内閣官房拉致問題対策本部）

・映画「めぐみ―引き裂かれた家族の30年」（平成18年制作）、映画「めぐみへの誓い」（令和2年制作）

性別に関わること

○男女共同参画社会の実現
・男女相互の人権尊重
・誰もが個性や能力を発揮
し活躍できる環境の整備

・偏見をもたせない教育の
推進

・言動や慣習の見直し
・幼児児童生徒、保護者及
び教職員の望ましい関わ
り方への認識

○学校（園）における性的指
向・性自認等で困っている
幼児児童生徒の存在の認識
・教職員研修等の実施
・幼児児童生徒の心情を受
け止めたきめ細かな対応
と信頼関係の構築

・教職員等の間の情報共有
・関係機関との連携

障害に関わること

○共生社会の実現
・障害の正しい理解と障害
のある人の生活のしづら
さ（社会的障壁）の理解

・「障害理解授業」などの
取組の組織的・計画的な
推進（特別支援学校のセ
ンター的機能等の活用）

その他

○外国人に関するもの
・外国人に対する差別や偏
見の解消

・国際理解教育及び外国人
の子どもの教育の保障

○犯罪被害者やその家族の人
権への配慮

○インターネット上の人権侵
害（いじめ等、個人のプラ
イバシーや名誉の侵害、誹
謗中傷など）を抑止するた
めの教育の推進

※外国人、いじめ等について
は、それぞれ「グローバル
社会で活躍できる人材の育
成（ｐ15）」、「不登校・
いじめの未然防止と解消を
目指して（ｐ22）」を参照

子どもに関わること

○子どもの人権が保障されて
いるという前提の理解

○子ども一人一人の人格の尊
重と人権への配慮

○子どもの意見の尊重
・意見表明及び社会的活動
への参画機会の確保

・意見が適切に反映される
環境の整備
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生 徒 指 導
生徒指導は、児童生徒が自発的・主体的に成長や発達する過程を支える教育活動である。生徒指

導提要では、学校の教育目標を達成する上で重要な機能を果たすとともに、学習指導と並んで重要
な意義をもつものと示されている。児童生徒が主体的に多様な他者と協働して課題を解決する機会
を設けるなど、自己指導能力の獲得に向けた取組を充実させるため、児童生徒一人一人の個性の発
見と、よさや可能性の伸長を図りながら、社会的資質・能力の発達を一層支えていくことが求めら
れる。

重 点 事 項

行為等の問題行動や不登１ 発達支持的生徒指導と課題未然防止教

校に対して組織で対応す育の充実

る。(1) 児童生徒一人一人の自己肯定感や自
「生徒指導のための共通実践事項」己有用感を育む生徒指導

(2) 教育相談活動の充実・強化教職員による居場所づくりや、児童
生徒主体による絆づくりができる場や 教育相談の機会を計画的に設け、児
機会を提供することにより、集団の中 童生徒を専門的・客観的・共感的に理
で自己肯定感や自己有用感を育むこと 解するとともに、個々の特性等に応じ
ができるよう支援に努める。また、計 た発達を支えていくために、全教職員
画的に評価を行い、取組の工夫改善を が一体となって取組の充実を図る。
図る。

(2) 諸課題の未然防止に向けた意図的な ３ 学校を中心とした連携・協働のシステ

教育プログラムの実施 ムづくり

(1) 家庭、地域社会との円滑な連携生徒指導上の諸課題を未然に防止す
るため、全ての児童生徒を対象として、 家庭や地域社会との信頼関係の下、
スクールカウンセラー、関係機関等と 学校の教育目標や指導方針等について
協力したいじめ防止教育や、情報モラ 理解と協力を得るとともに、学校での
ル教育等を年間指導計画に位置付けて、 学びを体験活動や実践活動に結び付け
組織的・系統的に実施する。 るなど、日常的に連携・協働するネッ

トワークを整備し、顔の見える関係づ
くりに取り組む。２ 生徒指導体制の確実な構築

(1) 日常の指導の充実と問題行動等への (2) 関係機関等との連携体制の構築

学校内では対応が難しい事案や緊急適切な対応

全教職員による共通理解の下、「生 を要する事案等は、教職員のほかに地
徒指導のための共通実践事項」を各学 域の多職種の専門家や関係機関を含め
校の実態に即して具体化し、役割を明 たチームで、アセスメントに基づいた
確化することで、学級担任等による抱 役割分担を行うなど、指導・援助の幅
え込みを防ぐとともに、いじめや暴力 や可能性を広げて対応する。

いじめや暴力行為等の問題行動の中には、事態が長期化した事案や複数校が関係した事案
も見られる。学校は、市町村教育委員会と連絡を密にしながら、スクールカウンセラーやス
クールソーシャルワーカーの活用、警察等の関係機関との連携などにより、事態の早期収束
や学校機能の正常化を図る必要がある。

①対策本部（委員会）の設置 ③対応策の立案
・役割分担の明確化（対応窓口等） ・被害児童生徒、保護者等への援助

・加害児童生徒、保護者等への指導・助言②事件、事故の正確な情報収集と分析
・ポジションペーパーの作成 ・他の児童生徒、保護者等への説明
（概要を時系列で整理） ・関係校との指導内容、指導方法の検討 等

④マスコミ対応の準備と実施・関係校との情報交換、事実の照合
・ステートメント（発表文）とＱ＆Ａの作成

児童生徒の問題行動に対する緊急時の学校の対応について

第Ⅱ章 全教育活動を通して取り組む教育課題
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第Ⅱ章 全教育活動を通して取り組む教育課題

生 徒 指 導

自己指導能力の獲得を支える生徒指導について

生徒指導では、多様な教育活動を通して、児童生徒が主体的に課題に挑戦してみることや多様
な他者と協働して創意工夫することの重要性等を実感することが大切である。

生徒指導の重層的支援について

生徒指導は、児童生徒の課題への対応を時間軸や対象、課題性の高低という観点から類別する
ことで、２軸３類４層の重層的支援構造として捉えることができる。生徒指導上の諸課題の発生
を未然に防止するため、目前の問題に対応するといった課題解決的な指導だけではなく、発達を
支える指導（発達支持的生徒指導、課題未然防止教育）等を積極的に行っていく必要がある。

生徒指導の重層的支援構造
課題性と

時間軸 対応の種類 生徒指導 対象

２軸 ３類 ４層
困難課題対応的生徒指導

困難課題 特定の
特別な指導・支援を必要とする特

対応的生 児童生
高 定の児童生徒を対象に、関係機関と

徒指導 徒

即応的・

連携・協働して対応する。

課題早期発見対応

継続的

一部の

(リアク

予兆行動等の見られる気になる一部の児童生徒を対
児童生

ティブ)

象に、深刻な問題に発展しないよう、初期の段階で諸
徒

生徒指導

課題予防
課題を発見して対応する。

課題未然防止教育
的生徒指

特定の課題を意識して、全ての児童生徒を対象に、生徒指導上の
導

諸課題の未然防止をねらいとした教育プログラムを実施する。

例）いじめ防止教育、自殺予防教育、情報モラル教育 等
常態的・

（
先行的 全ての

発達支持的生徒指導
(プロア 児童生

特定の課題を意識することなく、全ての児童生徒を対象に、教育
クティブ) 発達支持 徒

課程内外全ての教育活動を通じて児童生徒の発達を支える。

例）不登校対応の場合
生徒指導 的生徒指

（

児童生徒にとって学校が安全・安心な居場所となるための「魅力低
導

ある学校づくり」と「分かりやすい授業づくり」に努める。

生徒指導の実践上の視点

自己存在感の感受

「自分も一人の人間として大切にされて
いる」という自己存在感を児童生徒が実感
することが大切である。また、自己肯定感
や自己有用感を育むことも極めて重要であ
る。

共感的な人間関係の育成

失敗を恐れない、間違いやできないこと
を笑わない、なぜそう思ったのか、どうす
ればできるようになるのかを皆で考える支
持的で創造的な学級・ホームルームづくり
が生徒指導の土台である。

自己決定の場の提供

授業場面で自らの意見を述べる、観察・
実験・調べ学習等を通じて自己の仮説を検
証してレポートする等、自ら考え、選択し
決定する、あるいは発表する、制作する等
の体験が何より重要である。

安全・安心な風土の醸成

お互いの個性や多様性を認め合い、安心
して授業や学校生活を送れるような風土を
教職員の支援の下で、児童生徒自らがつく
り上げるようにすることが大切である。
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生 徒 指 導

不登校・いじめの未然防止と解消を目指して

不登校への対応 いじめの問題への対応

１ 未然防止のための取組の充実 １ 未然防止のための取組の充実

発達支持的生徒指導や課題未然防止教 児童生徒が主体的に取り組む協働的な(1) (1)
育等の発達を支える指導の充実を図ると 活動を通して、自己肯定感や自己有用感
ともに、魅力ある学校づくりを進める。 を育むことのできる絆づくりの場や機会
児童生徒が授業で分かる喜びを実感で を提供する。(2)

きるよう、指導方法や指導体制の工夫改 学級活動や道徳科の学習等で、いじめ(2)
善を図り、学習指導の充実に努める。 に関わる問題を積極的に取り上げ、いじ
進学、進級時における校種間、学年間 め防止に向けた主体的な取組を推進する(3)

の円滑な接続を図るため、児童生徒の不 などして、いじめを許さない学校風土の
安解消を目的とした交流活動や関係職員 醸成に努める。
の情報交換等の充実に努める。 学校いじめ防止基本方針を基に、秋田(3)
将来に対する夢や憧れをもち、進路に 県いじめ問題対策連絡協議会で作成して(4)

ついて自己決定することができるよう、 いるいじめ防止に向けた関連リーフレッ
系統的なキャリア教育の充実に努める。 トを活用するなどして、校内研修の充実

を図る。
２ 初期対応の充実（早期発見・即時対応）

２ 初期対応の充実（早期発見・即時対応）(1) 日常の共感的な触れ合いを通して、児
童生徒理解を深め、観察や計画的な教育 丁寧な日常の観察や定期的な調査、計(1)
相談等により、予兆を確実に捉える。 画的な教育相談、校内外の相談窓口の周
予兆が見られた児童生徒について、養 知等を行うとともに、家庭や地域社会か(2)

護教諭やスクールカウンセラー、スクー らも情報を収集して、いじめの積極的な
ルソーシャルワーカー等の関係職員から 認知に努める。
情報を収集し、児童生徒理解に基づいた いじめを認知した際は、即時に対策委(2)
適切な指導・援助に努める。 員会を開催して、教職員間の緊密な情報

交換や共通理解の下、学校全体で組織的
に対応し、解決に努める。３ 不登校児童生徒への指導・援助の充実

対策委員会を中心として、アセスメン 被害児童生徒には、安全と安心を取り(1) (3)
トを基に指導・援助の計画を立案し、役 戻すための継続的なケアを行い、加害児
割分担による組織的・計画的な対応を行 童生徒には、保護者に協力を依頼し、自
う。 己の行為の意味を認識させた上で、成長
保護者との信頼関係を築くとともに、 支援につなぐなど、丁寧な指導を行う。(2)

教育支援センターやフリースクール等の いじめが解消したと即断せず、継続的(4)
関係機関と連携・協働して適切な対応に な観察と必要な指導・援助に努める。
努める。

３ 家庭、地域社会、関係機関等との連携(3) １人１台端末を活用して、自宅や別室
と教室をオンラインでつなぎ、学習の機 年度当初に学校いじめ防止基本方針等(1)
会を確保するとともに、健康状態や気持 を児童生徒及び教職員で共有するととも
ちの変化等の把握に努める。 に、ホームページ等で公表し、保護者や
不登校の背景には、児童虐待や発達障 地域住民の理解を得るよう努める。(4)

害、家庭状況（ヤングケアラーの存在も ＰＴＡや地域の関係団体等と協議する(2)
含む）等もあり得ることから、関係機関 場を設け、いじめの根絶に向けて地域ぐ
と連携して適切な指導・援助に努める。 るみの対策を進める。

いじめの重大事態への対応について

重大事態が発生した場合は、速やかに教育委員会等に報告するとともに、右の
「いじめの重大事態への対応リーフレット（学校向け）『重大事態への備え』」
等を参考にしながら、組織的に対応する。

第Ⅱ章 全教育活動を通して取り組む教育課題
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生 徒 指 導

小 学 校

的かつ組織的な対応をとることができる１ 発達支持的生徒指導と課題未然防止教育

指導体制を構築する。の充実

(1) 児童一人一人の自己肯定感や自己有用 (2) 児童理解と教育相談活動の充実

日常の共感的な触れ合いの中で、教職感を育む生徒指導

教職員による居場所づくりや児童主体 員による多角的・多面的な児童理解を深
による絆づくりを通して、自己肯定感や めるとともに、教育相談の機会を計画的
自己有用感を育むことができるよう 生 に設定し、個々の特性等に応じた指導・、「
徒指導の実践上の視点」を踏まえた取組 援助を行う。
に努める。また、ＰＤＣＡサイクルを機

３ 学校を中心とした連携・協働のシステム能させ、取組の工夫改善を図る。
(2) 未然防止に向けた意図的・組織的・系 づくり

統的な教育プログラムの実施 (1) 家庭、地域社会との円滑な連携

諸課題の未然防止のため、全ての児童 学校の指導方針について家庭と共通理
を対象にしたいじめ防止教育や情報モラ 解を図り、体験活動や実践活動を通して
ル教育等の教育プログラムを、児童の実 児童と地域社会とを結び付けるなど、日
態や発達の段階に応じて実施する。 常的に連携・協働できるネットワークを

整備する。
２ 生徒指導体制の確実な構築 (2) 関係機関等との連携体制の構築

学校内だけでは対応が難しい課題に対(1) 日常の指導の充実と問題行動等への適

して、スクールカウンセラーやスクール切な対応

全教職員の共通理解の下、生徒指導の ソーシャルワーカー、関係機関と連携し
共通実践事項を各学校の実態に応じて具 て、アセスメントに基づいたチームによ
体化し、チームによる課題に即した具体 る的確な指導・援助を行う。

中 学 校

的かつ組織的な対応をとることができる１ 発達支持的生徒指導と課題未然防止教育

指導体制を構築する。の充実

(1) 生徒一人一人の自己肯定感や自己有用 (2) 生徒理解と教育相談活動の充実

日常の共感的な触れ合いの中で、教職感を育む生徒指導

教職員による居場所づくりや生徒主体 員による多角的・多面的な生徒理解を深
による絆づくりを通して、自己肯定感や めるとともに、教育相談の機会を計画的
自己有用感を育むことができるよう 生 に設定し、個々の特性等に応じた指導・、「
徒指導の実践上の視点」を踏まえた取組 援助を行う。
に努める。また、ＰＤＣＡサイクルを機

３ 学校を中心とした連携・協働のシステム能させ、取組の工夫改善を図る。
(2) 未然防止に向けた意図的・組織的・系 づくり

統的な教育プログラムの実施 (1) 家庭、地域社会との円滑な連携

諸課題の未然防止のため、全ての生徒 学校の指導方針について家庭と共通理
を対象にしたいじめ防止教育や情報モラ 解を図り、体験活動や実践活動を通して
ル教育等の教育プログラムを、生徒の実 生徒と地域社会とを結び付けるなど、日
態や発達の段階に応じて実施する。 常的に連携・協働できるネットワークを

整備する。
２ 生徒指導体制の確実な構築 (2) 関係機関等との連携体制の構築

学校内だけでは対応が難しい課題に対(1) 日常の指導の充実と問題行動等への適

して、スクールカウンセラーやスクール切な対応

全教職員の共通理解の下、生徒指導の ソーシャルワーカー、関係機関と連携し
共通実践事項を各学校の実態に応じて具 て、アセスメントに基づいたチームによ
体化し、チームによる課題に即した具体 る的確な指導・援助を行う。

第Ⅱ章 全教育活動を通して取り組む教育課題
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生 徒 指 導

高 等 学 校

的かつ組織的な対応をとることができる１ 発達支持的生徒指導と課題未然防止教育

指導体制を構築する。の充実

(1) 生徒一人一人の自己肯定感や自己有用 (2) 生徒理解と教育相談活動の充実

日常の触れ合いの中で信頼関係を築き感を育む生徒指導

生徒主体による絆づくりを通して、自 共感的に生徒を理解するとともに、生徒
己肯定感や自己有用感を育むことができ 一人一人への最適な指導・援助を行える
るよう、「生徒指導の実践上の視点」を よう、校務分掌や立場を越えた協力体制
踏まえた取組に努める。また、ＰＤＣＡ を構築して教育相談を推進する。
サイクルを機能させ、取組の工夫改善を

３ 学校を中心とした連携・協働のシステム図る。
(2) 未然防止に向けた意図的・組織的・系 づくり

統的な教育プログラムの実施 (1) 家庭、地域社会との円滑な連携

諸課題の未然防止のため、全ての生徒 家庭、地域社会との連携・協力を一層
を対象としたいじめ防止教育や情報モラ 密にし、中学校及び関係機関等と日常的
ル教育等の教育プログラムを、生徒の実 に連携・協働できるネットワークを整備
態に応じて実施する。 し、組織的に対応する。

(2) 関係機関等との連携体制の構築

複雑化・重層化し対応が難しい課題に２ 生徒指導体制の確実な構築

対し、家庭や地域社会、スクールカウン(1) 日常の指導の充実と問題行動等への適

セラー、スクールソーシャルワーカー及切な対応

全教職員の共通理解の下、生徒指導の び警察等の関係機関と連携・協働してア
共通実践事項を各学校の実態に応じて具 セスメントに基づいたチームによる的確
体化し、チームによる課題に即した具体 な指導・援助を行う。

特 別 支 援 学 校

体化し、チームによる課題に即した具体１ 発達支持的生徒指導と課題未然防止教育

的かつ組織的な対応をとることができるの充実

指導体制を構築する。(1) 児童生徒一人一人の自己肯定感や自己

有用感を育む生徒指導 (2) 児童生徒理解と教育相談活動の充実

教職員による居場所づくりや、児童生 日常の触れ合いの中で信頼関係を構築
徒主体による絆づくりを通して、自己肯 し、共感的に児童生徒を理解するととも
定感や自己有用感を育むことができるよ に、障害特性等を踏まえて適切に指導す
う、「生徒指導の実践上の視点」を踏ま る。
えた取組に努める。また、ＰＤＣＡサイ

３ 学校を中心とした連携・協働のシステムクルを機能させ、取組の工夫改善を図る。
(2) 未然防止に向けた意図的・組織的・系 づくり

統的な教育プログラムの実施 (1) 家庭、地域社会との円滑な連携

諸課題の未然防止のため、全ての児童 家庭、地域社会との連携・協力を一層
生徒を対象にしたいじめ防止教育や情報 密にし、支援の方針や内容について共通
モラル教育等の教育プログラムを、児童 理解を図るとともに、学校での学びを地
生徒の実態や障害特性等に応じて実施す 域社会での体験活動に結び付けるなど、
る。 日常的に連携・協働できるネットワーク

を整備し、組織的に対応する。
２ 生徒指導体制の確実な構築 (2) 関係機関等との連携体制の構築

日頃から児童相談所や警察等の関係機(1) 日常の指導の充実と問題行動等への適

関と連携・協働して、問題発生時には、切な対応

教職員の共通理解の下、生徒指導の アセスメントに基づいたチームによる的全
共通実践事項を各学校の実態に応じて具 確な指導・援助を行う。

第Ⅱ章 全教育活動を通して取り組む教育課題
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道 徳 教 育
道徳教育は学校の教育活動全体を通じて行うものであり、自己の生き方を考え、主体的な判断

の下に行動し、自立した人間として他者と共によりよく生きるための基盤となる道徳性を養うこ
とを目標としている。道徳教育の一層の改善・充実につながるよう、小・中学校においては、道
徳教育の要として「特別の教科 道徳」（道徳科）を位置付けるとともに、「考え、議論する道
徳」の授業への質的転換を図っている。また、高等学校においては、小・中学校と同様、校長の
方針の下に、道徳教育推進教師等を中心に全教職員が協力して道徳教育を展開している。
道徳教育を進めるに当たっては、学校（園）の各段階における幼児児童生徒が見せる成長発達

の様子や実態等を考慮し、それぞれの段階にふさわしい指導の目標を明確にするとともに、全教
職員の協力体制によって意図的・計画的に指導していくことが大切である。

重 点 事 項

１ ＰＤＣＡサイクルを機能させた組織的な道徳教育の充実

目指す幼児児童生徒像を全教職員が共通理解し道徳教育に積極的に関わることができる(1)
よう、道徳教育推進教師等を中心とした推進体制を整える。また、道徳教育の推進状況を
適切な時期に評価し、必要に応じて全体計画やその別葉等を修正しながら指導に当たる。
小・中学校、高等学校及び特別支援学校においては自校や地域の実態や課題、児童生徒(2)

の発達の段階や特性に応じて指導内容の重点化を図り、全体計画等を作成するとともに、
指導の成果と課題を基に、全体計画等をより実効性のあるものに改善する。
人や社会、自然などとの関わりを通して道徳性を育むことができるよう、学校（園）の(3)

実情に応じ、様々な体験活動を意図的・計画的に取り入れる。

２ 家庭や地域社会との連携の推進

道徳教育に関わる情報の発信や道徳科の授業（小・中学校等）、諸活動の積極的な公開(1)
により、家庭や地域社会との共通理解を深める。
幼児児童生徒の道徳性の発達に関わる実態を共通理解し、学校（園 、家庭、地域社会(2) ）

のそれぞれの願いを交流し合う機会をもつなど、学校（園）の実情に応じて家庭や地域社
会と相互連携を図り、一体となって道徳教育を推進する。
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防 災 教 育
防災教育は、自分の命は自分で守ることのできる幼児児童生徒の育成を目指すとともに、安全

で安心な社会づくりに進んで参加し貢献できるような資質・能力を育むことが重要である。防災
教育を進めるに当たっては、幼児児童生徒を取り巻く環境の変化等を踏まえ、生活安全、交通安
全を含めた学校安全に関する指導の充実が求められる。

重 点 事 項

１ 防災教育の充実

地域の災害リスクを踏まえた避難訓練の実施及び事前・事後指導の工夫(1)
家庭・地域・関係機関等と連携・協働した実践的・実効的な防災教育の実施(2)

２ 安全管理の充実

ＰＤＣＡサイクルを機能させた学校安全計画及び危機管理マニュアルの見直し(1)
防災に関する最新情報の活用と、幼児児童生徒の視点を加えた安全点検の実施(2)

３ 組織活動の充実

「地域学校安全委員会」等を活用した幼児児童生徒の安全を確保する体制の確立と、(1)
学校（園）や地域の実態に応じた、実践的・計画的な教職員研修の実施
家庭での実践的な教育機会の創出（災害時の適切な行動についての話合い等）(2)

各発達の段階における防災教育で目指す幼児児童生徒の姿

【幼稚園・保育所・認定こども園等】

・日常生活の場面で、安全な生活に必要な習慣や態度を身に付けることができる。
・災害時には、教職員や保護者の指示に従い行動することができる。
・危険な状態を見付けたときには、近くの大人に伝えることができる。

【小学校】

（低学年 ・安全な行動の大切さが分かり、安全のためのきまり・約束を守ること、身の回りの）
危険に気付くことができる。

・危険な状態を見付けた場合や災害時には、近くの大人に速やかに連絡し、指示に従
うなどの適切な行動ができる。

（中学年 ・災害安全に関する様々な危険の原因や事故の防止について理解し、危険に気付き自）
ら安全な行動ができる。

（高学年 ・中学年までに学習した内容を深め、様々な場面で発生する危険を予測し安全な行動）
ができる。
・自分の安全だけでなく、家族などの身近な人々の安全にも気配りができる。

【中学校】

・小学校までに学習した内容を更に深め、安全な行動ができる。
・防災への日常の備えや応急手当の仕方について理解し、的確な避難行動ができる。
・学校、地域の防災や災害時のボランティア活動等の大切さについて理解を深め、参加できる｡

【高等学校】

自助、共助、公助の大切さについて一層の理解を深めることができる。・
・地域社会の一員としての責任ある行動や安全活動への積極的な参加により、安全で安心な社
会づくりに貢献することができる。

【特別支援学校】

・障害の状態や特性、心身の発達の段階及び学校や地域の実態等に応じて、自ら危険な場所や
状況を予測、回避したり、必要な場合には援助を求めたりすることができる。

第Ⅱ章 全教育活動を通して取り組む教育課題

※障害のある幼児児童生徒への防災教育の内容は、各校種の指導内容に準ずる。一人一人の
障害の状態や特性、心身の発達の段階及び学校（園）や地域の実態等に応じて指導する。


